
総社市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１０号 

 

総社市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

総社市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年総社市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号を除く。以下「改正

後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を

加える。 

  

改 正 後 改 正 前 

 

（保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は，次の各号に掲げるとおりと

する。 

(１) 略 

(２) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下

「法」という。）第５５条第１項（法第５５条の２第２項において準用

する場合を含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって，病院等（法

第５５条第１項に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等（法第

５５条第１項に規定する入院等をいう。以下同じ。）をした際，本市に

住所を有していた被保険者 

(３) 法第５５条第２項第１号（法第５５条の２第２項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって，継続して入院等

をしている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際，本市

に住所を有していた被保険者 

(４) 法第５５条第２項第２号（法第５５条の２第２項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって，最後に行った法

 

（保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は，次の各号に掲げるとおりと

する。 

(１) 略 

(２) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下

「法」という。）第５５条第１項の規定の適用を受ける被保険者であっ

て，病院等（同項に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等（同

項に規定する入院等をいう。以下同じ。）をした際，本市に住所を有し

ていた被保険者 

 

(３) 法第５５条第２項第１号の規定の適用を受ける被保険者であって，継

続して入院等をしている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等

をした際，本市に住所を有していた被保険者 

 

(４) 法第５５条第２項第２号の規定の適用を受ける被保険者であって，最

後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入



改 正 後 改 正 前 

第５５条第２項第２号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する

継続入院等の際，本市に住所を有していた被保険者 

(５) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって，国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１６０条の２第１項及び第

２項の規定の適用を受け，これらの規定により本市に住所を有するもの

とみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者 

  

院等の際，本市に住所を有していた被保険者 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 


